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１．証券取引等監視委員会の活動状況
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証券監視委の組織

事務局（事務局長、次長2人、国際･情報総括官）

特別調査課
特別調査課

内閣総理大臣
内閣総理大臣

日常的な市場監視
情報の収集･分析等

犯則事件の調査

任命金 融 庁
金 融 庁

関東財務局
関東財務局

近畿財務局
近畿財務局

北海道財務局
北海道財務局

東北財務局
東北財務局

東海財務局
東海財務局

北陸財務局
北陸財務局

中国財務局
中国財務局

四国財務局
四国財務局

九州財務局
九州財務局

福岡財務支局
福岡財務支局

沖縄総合事務局
沖縄総合事務局

証券取引等監視委員会
（委員長、委員2人）

証券取引等監視委員会
（委員長、委員2人）

課徴金調査
開示検査

証券会社等に対する検査

事務局の総合調整

証券検査課
証券検査監理官

証券検査課
証券検査監理官

市場分析審査課
市場分析審査課

総務課
総務課

課徴金･開示検査課
課徴金･開示検査課
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証券監視委の活動概要
 

自主規制機関 

建議 

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会 

犯則の心証・告発 

情報交換 

国  民 

金融商品取引業協会 

検察官 

行政処分等の勧告 

勧告に基づき執った 
措置の報告 

建議 

財務大臣  

 
    

金融庁長官  
（内閣総理大臣） 

活動状況の公表 情報提供 

証券検査 

金融商品取引所 

 

 

 

金 融 商 品 取 引 業 者 等 

法令・自主規制ルール

の遵守状況の検査 取引状況の監視 

取引状況の監視 
証券 
検査 

   
金 融 ・ 資 本 市 場 

上 場 企 業 等 
開 示 検 査

事 件 関 係 人 

参 考 人 
課 徴 金 調 査 

犯 則 嫌 疑 者 

参 考 人 
犯 則 調 査
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証券監視委の機能強化

　 　

財
務
の
健
全
性
等
に
係
る

検
査

取
引
の
公
正
の
確
保
に
係

る
検
査

④ ② ③ ② 勧告・建議 ① ② ③ 告発
裁判所へ違反行為
の禁止・停止の申
立て③

　※　証券監視委は、金融商品取引法、資産流動化法（ＳＰＣ法）、投信法、社債株式振替法、犯罪収益移転防止法に基づき、権限を行使。

（注1）　　　　　　　　部分が「証券取引法等の一部を改正する法律」の成立（平成16年6月2日）に伴い検査・調査の対象となった部分。

（注2）　　　　　　　　部分が「金融商品取引法」の施行（平成19年9月30日）に伴い検査・調査の対象となった部分。

（注3）　　　　　　　　部分が「金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成20年改正）」の施行（平成20年12月12日）に伴い検査・調査等の対象となった部分。

（注4）　　　　　　　　部分が「金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成21年改正）」の施行（平成22年4月1日）に伴い検査の対象となった部分。

（注5）調査対象の拡大の内容については、以下のとおり。
　　　　・公開買付届出書・大量保有報告書の虚偽記載・不提出。
　　　　・相場操縦のうち仮装売買・馴合売買・安定操作取引。
　　　　・発行開示書類・継続開示書類の不提出。
　　　　・特定投資家向け有価証券に係る情報の虚偽等。

調査対象
の拡大

（18.7～）
見せ玉

（20.4～）
四半期
報告書

・有価証券届出書
・インサイダー取引
・相場操縦

調
査
対
象
の
拡
大

（
注
5

）

業者に対する検査 課徴金調査

証券会社等の
検査

①

　
　
新
た
な
検
査
対
象
先

　
　

（
信
用
格
付
業
者
等

）

・有価証券
  報告書
・半期報告書
・臨時報告書
　　　　　　　等

裁判所への違反行
為の禁止・停止の
申立てに向けた調
査

特
定
投
資
家
向
け

　
　
有
価
証
券
に
係
る
情
報

　
　
新
た
な
検
査
対
象
先

　
　

（
フ
ァ
ン
ド
等

）

開示検査

犯則事件の調査

インサイダー
相場操縦
風説の流布
偽計

虚偽有報等の提出
損失補てん　等

　
　
検
査
対
象
の
拡
大

　
　

（
四
半
期
報
告
書
・

　
　
　
内
部
統
制
報
告
書
等

）

　
　

（
投
資
顧
問
業
者
等

）

②

情報収集・分析・審査

（17.7～）（19.9～）

（17.12～）
虚偽の有価証券
報告書等（継続
開示）の提出も
対象

（17.4～） （17.7～） （20.4～）

③

①

（22.4～）

④
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市場監視の業務フロー

市 場

財
務
局

自
主
規
制
機
関

Watch

市場分析審査課

課徴金・開示検査課

特別調査課

金融庁

検察官

Watch

回付

配点

配点

勧告

告発

委

員

会
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情報の受付状況の推移

17 18 19 20 21

6,412
(1,752)
1,253
(406)
67
(15)
384
(93)

3,847
(974)
861
(264)

２． 情報の内訳

4,789
(1,224)

1,038
(288)
585
(240)

20年度まで「事務年度ベース」7月～翌年6月、21年度から「会計年度ベース」4月～翌年3月

20年度(　)内書きは「会計年度ベース」への移行のための21年度との重複期間（21年4月～6月）の件数

22年度は7月末現在

（注１）

（注２）

（注３）

・

・

・ 個別銘柄

1,296 1,077金融商品取引業者の営業姿勢等

・ 発行体

5,390 5,021

その他(意見・問い合わせ等) 387840 382

847

・ 財務局等から回付 239 279

4,193・ インターネット 5,815 5,011

381・ 文書 377 443

58・ 来訪 73 50

766

7,526 6,485 5,841

・ 電話 1,022 702

　　　　　　　　　　　　　　年度
　　　区分

１． 受付件数

443

4,612

7,118

1,045

1,349

835

3,889

468

4,293

380

60

1,917
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課徴金勧告・告発の状況

（件）

9 14 31
32
(15)

53

0 5 10
12
(5)

10

0 0 0
2
(1)

5

9 9 21
18
(9)

38

11 13 10
13
(4)

17

4 1 2
4
(2)

4

1 0 2
2
(0)

3

1 3 4
0
(0)

3

5 9 2
7
(2)

7

開示書類の虚偽記載等事案

インサイダー取引事案

相場操縦事案

（注１）　２０年度まで「事務年度ベース」７月～翌年６月、２１年度から「会計年度ベース」４月～翌年３月
（注２）　平成２０年度(　)内書きは「会計年度ベース」への移行のための平成２１年度との重複期間(平成２１年４月～６月)の件数

インサイダー取引事案

相場操縦事案

風説の流布・偽計事案

開示書類の虚偽記載等事案

告発

課徴金納付命令勧告

H20 H21
(H21.4～H22.3)

H19
　　　　　　　　　　　　　　 　（事務）年度
　区　　　　分

H18H17
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２．証券不公正取引の傾向
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世界的な金融危機

サブプライム問題（２００７）

リーマン・ショック（２００８．９）

国際的な信用収縮

株価の下落

金融機関の健全性の問題

実体経済への影響
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金融危機と不公正取引のリスク

証券市場の混乱に乗じた不公正取引のリスク

・風説の流布

・株価操縦

・インサイダー取引

金融危機に伴う実体経済の悪化と不公正取引のリスク

・損失先送り、不正会計、粉飾

・上場維持のための株価操縦、無理なファイナンス、偽計

・証券詐欺：未公開株、無登録ファンド等
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告発・勧告日 業種 主な粉飾の手口 

平成 22年 3月 19日 

平成 22年 3月 2日 

ソフトウェア開発、販売及びコンサルタント業務

等の事業の持株会社 
循環取引等を利用した架空売上計上 

平成 21年 4月 28日（2件） 

平成 21年 3月 25日 
電子部品製造装置の開発・設計・製造 循環取引を利用した架空売上計上 

平成 20年 12月 24日 電気検査装置の企画・開発・製造・販売 架空売上計上 

平成 22年 3月 12日 
企業のＩＴシステム部門のアウトソーシング（受

託）・サービス 
貸倒引当金の過少計上 

平成 22年 1月 29日 
小企業向けＩＴパッケージの販売、経営支援サー

ビス 

貸倒引当金の過少計上 

売上の過大計上 

平成 21年 11月 24日 中古不動産販売 売上の過大計上、架空売上の計上、引当金の不計上、棚卸資産の過大計上 

平成 21年 7月 3日 水産物卸売 架空売上の計上 

平成 21年 6月 26日 家庭用電気製品･電気器具販売 匿名組合清算配当金の計上 

平成 21年 6月 23日 自動車部品等の製造販売 
売上原価の過少計上、減損損失の不計上、棚卸資産及び有形固定資産の過

大計上 

平成 21年 6月 16日 
著作権等の知的財産権を対象とした信託業、デジ

タルコンテンツの提供、製作会社への資金供給 
架空売上の計上、売上債権及び無形固定資産の過大計上 

平成 21年 4月 21日 
デジタル家電、ネットワーク関連機器のソフト開

発、関連部品販売 
売上の過大計上、貸倒損失の過少計上、売上債権及びのれんの過大計上 

 

最近の粉飾事例

上記事例のほか、平成22年５月には、虚偽有価証券届出書提出の嫌疑で、東証マザーズ上場企業を強制調査。
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課徴金納付命令対象となった
開示企業（上場市場別分類）

31181183年度別勧告件数

601302ジャスダック

200200福 証

200200札 証

301101名 証 １部

602130ヘラクレス

301200２部

400211１部

1303541大 証

412100マザーズ

100010２部

902241１部

1414351東 証

計2221201918年度

（注）１．年度とは、当年４月～翌年３月をいう。ただし、22年度は５月まで。
２．重複上場については、それぞれの市場に計上しているため、各欄の件数の合計と年度別勧告件数欄の数値とは一致しない。
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不適正な会計処理の摘発事例①

具体的な虚偽記載の態様
⑴ 営業担当部長は、当社とａ社との間に協力会社を介在させ、一定の粗利益率で利益を上乗せして
概ね２～３ヶ月のサイクルで循環取引を行い、架空売上を計上する等により利益を捻出した。
⑵ 商品相場の下落等により、当社が抱え込んだ不良在庫に多額の含み損が発生したことから、ａ社
との間で循環取引を行い、ａ社から商品を買い戻す際に販売価格を市場価格まで引き下げ、発生した
含み損をａ社に付け替えた。これにより、不良在庫の含み損が顕在化せず、損失処理が回避された。

商品の流れ

協力会社

ａ 社

販売価格を市場価格
に引き下げ

正常売上先

当　社

正常仕入先

協力会社

１００円
×１０万匹

１０３円
×１０万匹

１０４円
×１０万匹

８０円
×１０万匹

８１円×
１０万匹

８４円×
１０ 匹

１，０００万円

１，０３０万円

１，０４０万円

８４０万円

８００万円

８１０万円

①

③

②

④

⑤

⑥
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不適正な会計処理の摘発事例②

ｇ社から、架空のシステム構築等を請け負ったなどとして売上を計上し、
Ａ期及びＡ＋１期に利益を過大計上した。そして、当社と親密な関係にある
ｈ社などに資金を貸し付け、ｈ社等からｇ社のグループ会社に対し架空のコ
ンサルティング料として支払うことにより、資金を循環させていた。

架空のシステム構築

システム構築代金

貸付　 架空のコンサルティング料

は、資金の流れ

当社

ｈ　社

ｇ　社
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インサイダー取引の傾向
（行為者属性別勧告状況）

86381716114年度別勧告件数

1492300公開買付け事実(167条3項)

21122430会社の重要事実(166条3項)

35214730第一次情報受領者

330000買付者との契約締結者等
(1項4号・5号)

110000買付者社員(1項1号)

101000買付者役員(1項1号)

541000公開買付者等関係者(167条)

1628420契約締結者等(1項4号・5号)

300120発行体(1項1号)

2174334発行体社員(1項1号)

842110発行体役員(1項1号)

481314984会社関係者(166条)

計H21H20H19H18H17年 度

（注）平成20年度においては、違反行為者が複数の違反行為を行った結果、属性（適用条項）を重複して計上しているものが2件ある。
（会社関係者中、発行体役員と契約締結者等とに重複計上しているものが1件、第一次情報受領者中、会社の重要事実と公開買付け事実
とに重複計上しているものが1件）したがって、各欄の件数の合計と年度別勧告件数欄の数値とは一致しない。
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会社関係者によるインサイダー取引の摘発
事例（課徴金事例）

Ｂ社役員（違反行為者）が、公開買付者Ａ社
がＢ社の株券の公開買付けを行うことについ
て決定した旨の事実を、Ａ・Ｂ社間で締結し
ていた秘密保持契約の履行に関し知り、当該
事実の公表前にＢ社株券を買い付けた事例。

Ｃ社（違反行為者）の役員が、Ｃ社が配当の
予想値の上方修正について決定した旨の重要
事実を知り、Ｃ社の計算において、当該重要
事実の公表前に同社株券（自己株式）を買い
付けた事例。
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第一次情報受領者によるインサイダー取引
の摘発事例（課徴金事例）

Ａ社が株式の発行を行うことを決定した旨の
重要事実について、Ａ社の役員から伝達を受
け、当該重要事実の公表前に同社株券を買い
付けた事例。

Ｂ社が第三者割当による株式及び新株予約権
の発行を行うことを決定した旨の重要事実に
ついて、Ｂ社の役員から伝達を受け、当該重
要事実の公表前に同社株券を買い付け及び売
り付けた事例。
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第一次情報受領者によるインサイダー取引
の摘発事例（告発事例）

Ｃ社がＤ社を子会社化するため同社株式を買
収する旨の重要事実について、Ｃ社の子会社
であるＥ社の代表取締役から伝達を受け、同
事実の公表前にＣ社株券を買い付けた事例。

Ｆ社の社員から、業績予想の下方修正という
同社の業務等に関する重要事実を聞き、他の
犯則嫌疑者と共謀の上、これら犯則嫌疑者の
名義を使って、同社株券を信用取引で売り付
けた事例。
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不公正ファイナンスのメカニズム：
「箱」企業によるファイナンス

新興市場への上場

経営不振、資金繰り逼迫（←銀行の融資困難）

第三者割当増資等ファイナンスの反復

海外の正体不明のファンド等への割当

短期間での割当株式等の譲渡（割当先の「箱」化）

・割当株式の転々譲渡後の売却による資金の悪用

支配権の再三の移動

証券市場から資金調達するためだけの「箱」企業化

調達した資金は社外へ流出（投融資実施後焦げ付き、特別
損失計上）
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ビジネスモデル
の行き詰まり

第三者割当
（ﾌｧｲﾅﾝｽ）

支配権
の異動

不透明な
投 融 資

特別損失計上
（債権取立て不
能・貸し倒れ引
当金・評価損）

資金繰
り悪化

資本の
毀 損

GC注記

債
務
超
過
回
避

不
透
明
な
投
融
資

監
査
法
人
交
替

？

役員
派遣

第三者割当
（ﾌｧｲﾅﾝｽ）

第三者割当
（ﾌｧｲﾅﾝｽ）

新たなﾌｧｲﾅﾝｽ
資金への充当

特定のｸﾞﾙｰﾌﾟ等
への割当株式の
譲渡・集約、売却

「箱」企業に至るプロセス
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Ｇ社の代表取締役であった犯則嫌疑者らが共謀の上、実体
のない法人Ｈ社を設立し、これを割当先とする第三者割当増
資及び第三者割当による新株予約権の発行を行う旨を公表の
上、実際には本件増資の相当部分は見せ金による水増し増資
であるのに、予定通り資本増強が行われた旨、虚偽の公表を
行い、株価を上昇維持させた上で、本件増資に係る新株等を
売却した偽計事例。

第三者割当増資払込金

１億3500万円（平成20年２月18日）

不公正ファイナンスに係る偽計の告発事例

Ｈ社

（実態のない法人）

Ｇ社

代表取締役

①平成20年２月１日ＴＤｎｅｔ適時開示 ：「Ｈ社等が第三者割当増資等の出資者」

②平成20年２月18日ＴＤｎｅｔ適時開示：「第三者割当増資等により資本増強が行われた」

２億500万円還流（平成20年２月18日）

他 社

再度払込 ３億2481万円（平成20年２月18日）
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３．上場会社に求められること
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上場会社に求められる規律

虚偽記載の防止体制の整備。
上場基準を満たすことを目的とするがために、
投資家の信頼を裏切るような行為を行っては
ならない。

市場関係者全体が、それぞれの職分に応じた
サポートを的確に行うことが重要。

内部監査・外部監査における指摘を基に、不
断の企業財務の向上を図っているかについて、
企業経営者自らを中心とした検証が求められ
る。
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実効性あるガバナンス、
内部統制の構築の重要性

法令遵守態勢：会社法、金商法、開示府令、取
引所上場規則等自主規制

ファイナンス関連の内部統制：ファイナンス手
法、割当先、発行条件等についてのdue 
diligence

情報管理態勢：特にインサイダー取引防止
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会社情報開示の一段の充実

制度開示と適時開示の一体的対応

開示内容の正確性・必要充分性の確保

・ 迅速かつ網羅的な情報収集

・ 開示規則の正確な理解と遵守

・ 開示資料の正確性確保

・ 明瞭かつ投資判断上充分な情報開示

コーポレートガバナンスに裏付けられた会社情報の
適切な開示態勢の確保
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不公正ファイナンスの防止

公募増資の困難な業績不振企業、「箱」企業による悪用

既存株主の利益の大幅な希薄化（dilution)

割当先実体の不透明性

企業支配権の移動目的

ガバナンスの崩壊による違法行為の誘発

証券不公正取引の原因：株価操縦、風説の流布、インサ

イダー取引、粉飾、偽計
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インサイダー取引防止態勢

インサイダー取引防止の前提としての内部管理態勢

の整備・運用の必要性

タイムリー・ディスクロージャー態勢

情報管理態勢

株取引等に関する規定、規則等の整備

職員（含む業務の外部委託先、派遣社員等）のコン

プライアンスの徹底：研修等

J-IRISSへの役員情報の登録

内部管理態勢の実効性の検証：内部監査
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事前予防の重要性

事後的調査・摘発のコスト：当局にとっての
コスト、企業、従業員にとっても経済的、評
判上ダメージ

事前予防の効率性

関係者の啓蒙、意識の向上：市場規律の強化

・ 上場企業への働きかけ

・ 関係団体への情報発信、問題意識共有

・ 課徴金事例集の公表等
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課徴金事例集の公表

証券監視委は、課徴金納付命令勧告を行った
事案の概要に、市場参加者が違反行為を起こ
さないよう参考となる内容を加えたものを課
徴金事例集として取りまとめ、公表している。

本事例集が活用されることにより、市場監視
行政の透明性の向上と市場参加者の自主的規
律の促進が図られ、証券市場における取引の
公正や適正開示の実現に資するものと期待。
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2010/2010/20100702-1.htm
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証券監視委からの情報発信

証券監視委は、「市場規律の強化に向けた働
きかけ」の一環として、市場参加者との対話、
市場への情報発信の強化を掲げ、意見交換、講
演、講義、報道発表、各種刊行物への寄稿のほ
か、証券監視委のウェブサイトを通じ、幅広い
情報発信に取り組んでいます。

証券監視委ウェブサイト
（http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm）

※監視委ウェブサイトは本年５月に全面的にリニューアル致しました。
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Ｊ‐ＩＲＩＳＳの概要

東京証券取引所
[システムの開発]

[サービスの提供]

東京証券取引所
[システムの開発]

[サービスの提供]

J-IRISS

日本証券業協会
[事業主体]

日本証券業協会
[事業主体]

証
券
会
社

証
券
会
社

上
場
会
社

上
場
会
社

各地取引所各地取引所

口座情報の照合依頼口座情報の照合依頼
役員情報の登録

照合結果通知照合結果通知

登
録
機
能

照
合
機
能

証券会社利用状況の確認

上場会社登録状況の確認

協会管理機能

取引所管理機能

（出典：日本証券業協会）
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Ｊ‐ＩＲＩＳＳ参加上場会社の推移
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（出典：日本証券業協会）
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情報提供は
http://www.fsa.go.jp/sesc/watch

tel: 03-3581-9909


